
令和５年度 第１２回葛飾区農業委員会総会議事録 

（令和６年３月 21 日） 

 

１ 日 時  令和６年３月 21 日（木)  午前 10 時 30 分 

 

２ 場 所  テクノプラザかつしか 第２会議室 

 

３ 出欠席 

出席者【委 員】 委員 木下 憲明 

委員 若林 武人 

委員 佐野 慶一 

委員 三田 浩祥 

委員 清水 克幸 

委員 持田 昌弘 

委員 清水 慶治郎 

委員 齊藤 國松 

委員 細谷 浩 

委員 髙木 信明 

委員 岩田 よしかず 

委員 安井 伸弘 

 

【事務局】 産業観光部長 長南 幸紀 

経済企画係長 豊田 進 

経済企画係員 野口 茂樹 

経済企画係員 鷹左右 上総 

      

         

 

４ 議 事  (１) 開会 

      （２）議案 

      （３）報告事項等 

      （４）その他 

（５）閉会 

 

 



５ 会議の結果 

【議長】 

ただ今から令和５年度第 12 回葛飾区農業委員会総会を開会致します。 

  それでは、庶務報告を事務局からお願い致します。 

【事務局】 

本日の出席委員は 12 名です。農業委員会法第 27条３項の規定により、出席者が総委 

員数の過半数を超えていますので本会は成立致します。 

【議長】 
  ありがとうございました。続きまして、（２）議案第 24号（引き続き農業経営を行って

いる旨の証明書）について、事務局より説明をお願いいたします。 

【事務局】 

  それでは、議案第 24号（引き続き農業経営を行っている旨の証明書）についてご説明

いたします。 

  （別紙にて説明） 

  ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

【木下委員、持田委員】 

  別紙資料のとおり、現地を確認した結果を伝える。 

【議長】 

  本件について、ご承認よろしいでしょうか。 

  （異議なし） 

  それでは、この議案を承認します。 

引き続きまして（３）報告事項等について、事務局より説明お願いいたします。 

【事務局】 

はじめに、農地法第５条第１項第６号の規定による届出について、お手元の資料により

ご報告致します。 

（別紙にて説明） 

続きまして、農地の転用事実に関する照会について、番号、土地の所在、地番、地目、 

地積、土地所有者住所・氏名、現況、調査年月日、照会元の順にご報告させていただき 

ます。 

  （別紙にて説明） 

【議長】 

ただ今の件について、何かご質問等ございますか。 

  （質疑なし） 

それでは引き続き、（４）その他について事務局よりお願い致します。 

【事務局】 

  それでは、資料１をご覧ください。「葛飾区農業委員会だより（14 号）」についてご説



明致します。（別紙にて説明） 

【議長】 

ただ今の件について、何かご質問等ございますか。 

【安井委員】 

農業応援サポーターの圃場について、サポーターの技能向上と管理が粗雑になること

を防ぐため、参加するサポーターを募り、春～夏にかけて夏野菜を育てながら管理して

くことを考えている。しかし、サポーターだけで計画を立てて進めてしまうと、上手く

いかない可能性があるので、事務局で作成した計画の内容を踏まえ、農業委員さんから

アドバイスをもらえると嬉しい。 

【議長】 

承知しました。 

【持田委員】 

夏野菜は週に何度も水をかける必要があるので想像よりも忙しくなるかもしれない。 

【議長】 

水のあげ方など工夫して管理係できるように進めていくようにしましょう。 

  それでは引き続き、（４）その他について事務局よりお願い致します。 

【事務局】 

それでは、資料２をご覧ください。「令和６年度葛飾区農業委員会活動指針」について

ご説明致します。（別紙にて説明） 

【議長】 

  ただ今の件について、何かご質問等ございますか。 

（質疑なし） 

それでは、令和６年度の活動指針を（案）のとおり定めます。 

それでは引き続き、（４）その他について事務局よりお願い致します。 

【事務局】 

それでは、資料３をご覧ください。「生産緑地バンクの運用」についてご説明致します。

（別紙にて説明） 

【議長】 

  ただ今の件について、何かご質問等ございますか。 

【齊藤委員】 

誰に貸すとかの基準はあるか。例えば認定農業者に限るとか。農業の経験が浅い人にま

で貸してしまうと、貸し手側からするとリスクがあるのではないか。 

【事務局】 

  ヒアリングシートなどで貸し手側に借り手の希望は伺うが、具体的な要件は定めてい 

ません。 

 



【齊藤委員】 

   借り手側からしても貸し手の相続発生後に返すことになってしまうと、職を失うこ

とになってしまう。 

【議長】 

   実際の話として、貸借は難しい話ではある。ご意見は色々あると思うが、方針として

提示するものなので、よろしくお願いします。それでは、最後に参考資料についてご

説明お願いいたします。 

【事務局】 

それでは、参考資料をご覧ください。「葛飾区の農業データ」について、皆様へ情報

提供いたします。 

【議長】 

   その他、何かございますか。 

   （質疑なし） 

   意見もないようですので、これにて令和５年度第 12回葛飾区農業委員会総会を閉会

致します。 


